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カーボンニュートラルに関する国際的な潮流について
～環境関連税制の変遷と税理士の役割を考える～

1

は
じ
め
に

世
界
的
に
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て

い
る
。

わ
が
国
も
、
2
0
2
0
年
10

月
26
日
、
第
2
0
3
回
臨
時
国

会
の
所
信
表
明
演
説
に
て
、
菅

義
偉
首
相
（
当
時
）
が
「
2
0

5
0
年
ま
で
に
、
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
を
全
体
と
し
て
ゼ
ロ

に
す
る
、
す
な
わ
ち
2
0
5
0

年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、

脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
目
指

す
」
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
排
出
を
全
体
と

し
て
ゼ
ロ
」
と
は
、
二
酸
化
炭

素
を
は
じ
め
と
す
る
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
か
ら
、
森
林
な

ど
に
よ
る
吸
収
量
を
差
し
引
い

て
ゼ
ロ
を
達
成
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
ⅰ
。

本
稿
で
は
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
に
関
す
る
国
際
的
な
潮

流
を
確
認
し
つ
つ
、
税
理
士
の

役
割
を
考
え
る
。

2

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
世
界
の
流
れ

1
9
8
0
年
代
の
半
ば
以

降
、
研
究
者
、
政
策
担
当
者
に

よ
る
温
暖
化
問
題
へ
の
対
応
を

議
論
す
る
一
連
の
国
際
会
合
が

開
催
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果

を
踏
ま
え
、
1
9
8
8
年
11
月

に
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間

パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
）
が
設
立

さ
れ
た
。
1
9
9
2
年
6
月
、

大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃

度
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
を
究

極
の
目
標
と
す
る
「
気
候
変
動

枠
組
条
約
」
を
採
択
し
、
地
球

温
暖
化
対
策
に
世
界
全
体
で
貢

献
し
て
い
く
こ
と
に
合
意
し

た
。
以
降
、
年
に
一
度
、
条
約

締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）
が
開

催
さ
れ
て
い
る
。

1
9
9
7
年
に
京
都
で
開
催

さ
れ
た
第
3
回
気
候
変
動
枠
組

条
約
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ

3
）
で
は
、
わ
が
国
が
議
長
を

務
め
、
先
進
国
の
拘
束
力
の
あ

る
削
減
目
標
を
明
確
に
規
定
し

た
「
京
都
議
定
書
」
に
合
意
し

た
。2

0
1
3
年
か
ら
2
0
1
4

年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｃ
第
5
次
評
価
報
告
書
（
Ａ

Ｒ
5
）
で
は
、「
気
候
シ
ス
テ

ム
の
温
暖
化
に
は
疑
う
余
地
は

な
い
」
と
し
、
気
候
変
動
を
抑

制
す
る
に
は
、
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
量
の
抜
本
的
か
つ
持
続
的

な
削
減
が
必
要
で
あ
り
、
望
ま

し
い
と
さ
れ
る
平
均
気
温
上
昇

1
・
5
℃
に
抑
え
る
に
は
、
2

0
5
0
年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る

必
要
が
あ
る
と
示
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
2
0
1
5

年
12
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で

開
催
さ
れ
た
第
21
回
気
候
変
動

枠
組
条
約
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ

Ｐ
21
）
に
お
い
て
、
2
0
2
0

年
以
降
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

削
減
等
の
た
め
の
新
た
な
国
際

枠
組
み
と
し
て
、「
パ
リ
協

定
」
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

気
候
変
動
枠
組
条
約
と
い
う

大
枠
の
中
で
、
具
体
的
な
行
動

計
画
と
し
て
京
都
議
定
書
が
誕

生
し
、
そ
の
後
継
と
し
て
パ
リ

協
定
が
成
立
し
た
と
い
う
位
置

づ
け
に
な
る
。

3

世
界
各
国
と
わ
が
国
の
取
組
み
の
状
況

Ｅ
Ｕ
で
は
、
環
境
権
は
基
本

的
人
権
を
構
成
す
る
も
の
と
さ

れ
、
欧
州
連
合
運
営
条
約
で

は
、
予
防
原
則
、
予
防
措
置
行

動
原
則
、
発
生
源
で
の
是
正
原

則
、
汚
染
者
負
担
原
則
の
環
境

政
策
四
原
則
を
掲
げ
て
い

る
ⅱ
。
環
境
税
制
の
理
論
的
根

拠
は
「
二
重
の
配
当
」
に
あ
る

と
い
わ
れ
、
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
係
る
税
を
増
税
す
る
一
方

で
、
環
境
を
改
善
す
る
効
果
と

そ
の
税
収
で
労
働
に
係
る
コ
ス

ト
や
失
業
率
を
引
下
げ
、
経
済

を
活
性
化
さ
せ
る
効
果
を
得
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
ⅲ
。

Ｅ
Ｕ
を
中
心
に
諸
外
国
で

は
、
1
9
9
0
年
代
以
降
、
燃

料
な
ど
の
Ｃ
Ｏ
2
排
出
源
に
対

す
る
課
税
を
強
化
し
、
価
格
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
Ｃ
Ｏ
2
排
出

の
抑
制
や
企
業
に
よ
る
省
エ
ネ

設
備
導
入
の
支
援
な
ど
を
行
う

施
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

2
0
1
9
年
12
月
、
欧
州
委

員
長
に
就
任
し
た
ラ
イ
エ
ン
委

員
長
は
「
欧
州
グ
リ
ー
ン
・
デ

ィ
ー
ル
」
を
掲
げ
た
。
こ
れ

は
、
人
々
の
幸
福
と
健
康
の
向

上
を
目
的
と
し
、
欧
州
で
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
実
質
ゼ

ロ
に
す
る
気
候
中
立
を
実
現

し
、
雇
用
を
創
出
し
な
が
ら
、

排
出
量
の
削
減
を
促
進
す
る
と

い
う
新
し
い
成
長
戦
略
と
な
っ

て
い
る
。

米
国
に
つ
い
て
は
、
2
0
1

7
年
6
月
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

（
当
時
）
が
パ
リ
協
定
か
ら
離

脱
す
る
考
え
を
示
し
、
2
0
2

0
年
11
月
4
日
に
正
式
に
離
脱

し
て
い
る
。
し
か
し
、
2
0
2

1
年
1
月
に
就
任
し
た
バ
イ
デ

ン
大
統
領
は
、
就
任
初
日
に
離

脱
し
た
パ
リ
協
定
の
復
帰
に
か

か
る
文
書
に
署
名
。
2
0
2
1

年
4
月
に
は
、
バ
イ
デ
ン
大
統

領
主
催
で
気
候
サ
ミ
ッ
ト
が
開

催
さ
れ
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領

と
の
取
組
み
姿
勢
の
違
い
を
見

せ
て
い
る
。

わ
が
国
の
環
境
税
制
を
見
る

と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
の
税
制

と
し
て
揮
発
油
税
、
地
方
揮
発

油
税
、
石
油
ガ
ス
税
、
軽
油
引

取
税
、
航
空
機
燃
料
税
、
石
油

石
炭
税
、
電
源
開
発
促
進
税
が

あ
る
。
ま
た
、
自
動
車
関
連
税

制
と
し
て
は
、
自
動
車
重
量

税
、
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税

が
あ
る
（
自
動
車
取
得
税
は
消

費
税
率
10
％
引
上
げ
時
に
廃

止
）。欧州

各
国
が
1
9
9
0
年
代

以
降
、
燃
料
に
対
す
る
課
税
を

強
化
す
る
流
れ
を
受
け
、
わ
が

国
に
お
い
て
も
税
制
に
よ
る
地

球
温
暖
化
対
策
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ

Ｏ
2
排
出
抑
制
の
た
め
の
諸
施

策
を
実
施
し
て
い
く
観
点
か

ら
、「
地
球
温
暖
化
対
策
税
」

を
平
成
24
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
実
現
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
令
和
3
年
度
税
制
改

正
で
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
に
向
け
た
投
資
を
促
進
す

る
た
め
に
、
脱
炭
素
化
効
果
の

高
い
先
進
的
な
投
資
に
つ
い

て
、
税
額
控
除
又
は
特
別
償
却

が
で
き
る
投
資
税
制
を
創
設
し

て
い
る
。

わ
が
国
の
環
境
関
連
税
収
を

諸
外
国
と
比
較
す
る
と
、
必
ず

し
も
大
き
い
水
準
と
は
い
え
な

い
。Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
資
料
ⅳ
で
は
、

わ
が
国
の
2
0
1
9
年
に
お
け

る
環
境
関
連
税
収
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

は
1
・
31
％
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
全

体
の
1
・
52
％
よ
り
低
い
。
一

人
当
た
り
の
税
収
額
で
も
5
5

0
・
4
5
米
ド
ル
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
全
体
の
6
5
5
・
4
米
ド
ル

よ
り
も
低
い
。
ま
た
、
財
務
省

が
公
表
し
て
い
る
燃
料
課
税
と

車
体
課
税
の
国
際
比
較
（
年
間

税
負
担
額
）
で
も
、
わ
が
国
の

水
準
は
国
際
的
に
見
て
も
低
い

と
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
課

税
を
強
化
す
れ
ば
、
経
済
へ
悪

影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
注
意
が
必
要
に
な
る
。

ま
た
、
環
境
効
率
性
を
示
す

指
標
と
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
1
ト
ン
当
た
り
ど
れ
だ
け

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
生
み
出
せ
る
か
を

表
す
「
炭
素
生
産
性
」
と
い
う

概
念
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
炭
素
生

産
性
を
国
際
比
較
す
る
と
、
わ

が
国
は
1
9
9
0
年
代
に
は
世

界
最
高
水
準
だ
っ
た
が
、
現
在

は
世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
か
ら

大
き
く
引
き
離
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
傾
向
は
第
二
次
産
業
と
第

二
次
産
業
以
外
の
産
業
で
同
様

の
傾
向
を
示
し
て
い
る
ⅴ
。
前

述
の
令
和
3
年
度
税
制
改
正
で

創
設
さ
れ
た
投
資
税
制
で
も
、

対
象
設
備
の
定
義
に
炭
素
生
産

性
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
指
標
に
着
目
し
て

関
与
先
に
助
言
す
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。

4

国
境
炭
素
調
整
措
置
に
つ
い
て

最
近
、
国
境
炭
素
調
整
措
置

が
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
国
内
の
気
候
変
動
対

策
を
進
め
て
い
く
際
に
、
他
国

の
気
候
変
動
対
策
と
の
強
度
の

差
異
に
起
因
す
る
競
争
上
の
不

公
平
を
防
止
し
、
カ
ー
ボ
ン
リ

ー
ケ
ー
ジ
（
国
内
市
場
が
炭
素

効
率
の
低
い
輸
入
品
に
脅
か
さ

れ
、
国
内
生
産
が
減
少
す
る
こ

と
）
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す

る
も
の
で
あ
る
。
輸
入
品
に
対

し
炭
素
排
出
量
に
応
じ
て
水
際

で
負
担
を
求
め
る
か
、
輸
出
品

に
対
し
水
際
で
負
担
分
の
還
付

を
行
う
、
ま
た
は
、
そ
の
両
方

を
行
う
制
度
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
で
は
、
2
0
1
9
年
12

月
の
「
欧
州
グ
リ
ー
ン
・
デ
ィ

ー
ル
」
の
中
で
、
国
境
炭
素
調

整
措
置
の
導
入
が
示
さ
れ
た
。

2
0
2
0
年
10
月
に
は
、
国
境

炭
素
調
整
措
置
を
新
た
な
2
0

3
0
年
目
標
達
成
要
素
の
一
つ

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
コ
ロ
ナ

禍
で
傷
つ
い
た
経
済
を
立
て
直

す
た
め
、
Ｅ
Ｕ
は
7
5
0
0
億

ユ
ー
ロ
（
約
1
0
0
兆
円
）
の

復
興
基
金
を
創
設
し
、
財
源
と

し
て
共
通
債
券
を
発
行
す
る
計

画
で
あ
る
。
そ
の
債
券
を
償
還

す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
国
境

炭
素
調
整
措
置
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。

た
だ
、
国
境
炭
素
調
整
措
置

に
は
い
く
つ
か
疑
問
点
も
あ

る
。
法
的
に
考
え
た
場
合
、
国

境
炭
素
調
整
措
置
は
、
気
候
変

動
枠
組
条
約
や
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
条

文
に
照
ら
し
た
場
合
の
解
釈
が

確
立
し
て
い
な
い
。
パ
リ
協
定

に
も
、
国
境
炭
素
調
整
措
置
の

よ
う
な
国
境
貿
易
措
置
に
関
す

る
規
定
は
存
在
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
国
境
炭
素
調
整
措
置

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
る
、
炭

素
排
出
量
の
削
減
効
果
に
つ
い

て
は
、
国
連
貿
易
開
発
会
議

（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
）
の
試
算
だ

と
世
界
全
体
の
排
出
量
削
減
効

果
は
0
・
1
％
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
効
果
は
限
定
的
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。

5

税
理
士
業
務
と
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

で
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
実
現
の
た
め
に
、
税
理
士

業
務
で
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
国
・
地
方
脱
炭
素
実
現
会

議
が
公
表
す
る
「
地
域
脱
炭
素

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
で
は
、
ゼ
ロ

カ
ー
ボ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
30
と
し

て
具
体
的
な
行
動
の
例
を
示
し

て
い
る
。
環
境
省
の
「
中
小
規

模
事
業
者
の
た
め
の
脱
炭
素
経

営
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
で
は
、
中

小
企
業
に
お
け
る
中
長
期
の
削

減
計
画
の
策
定
に
向
け
、
中
小

企
業
が
取
り
組
む
メ
リ
ッ
ト
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
省
エ
ネ

や
再
エ
ネ
の
活
用
や
削
減
対
策

の
計
画
へ
の
取
り
ま
と
め
等
の

検
討
手
順
や
中
小
企
業
の
取
組

事
例
に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い

る
の
で
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
経
営
も
注
目
さ
れ
て
い

る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
は
、
環
境

（E
n
v
iron
m
en
t

）、
社
会

（S
ocial

）、
ガ
バ
ナ
ン
ス

（G
ov
ern
an
ce

）
の
頭
文

字
を
取
っ
て
作
ら
れ
た
言
葉
で

あ
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
が
徐
々
に

広
が
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
経
営
に
取
組
む
こ
と
で
、

投
資
家
だ
け
で
な
く
、
新
た
な

顧
客
や
取
引
先
の
開
拓
に
つ
な

が
る
可
能
性
も
あ
る
。

日
頃
の
税
理
士
業
務
の
中
で

も
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
、

少
し
で
も
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
の
実
現
に
貢
献
し
た
い
も

の
で
あ
る
。

ⅰ

環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に

向
け
て
」http://www.e

nv.go.jp/earth/2050ca
rbon_ neutral.htm

l

ⅱ

西
山
由
美
「
Ｅ
Ｕ
の
環
境

税
制
」
記
念
論
文
集
刊
行

委
員
会
編
『
租
税
の
複
合

法
的
構
成

村
井
正
先
生

喜
寿
記
念
論
文
集
』
6
0

2
―
6
0
3
頁
（
清
文
社
、

2
0
1
2
）

ⅲ

柴
由
花
「
欧
州
に
お
け
る

環
境
関
連
税
の
現
状
と
課

題
」
35
頁

税
研
2
0
7
号

ⅳ

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「Environmentaltaxation

」

https://www.oecd.org
/env/tools - evaluation/
environm

entaltaxation.
htm

ⅴ

環
境
省
「
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ

イ
シ
ン
グ
の
あ
り
方
に
関

す
る
検
討
会
」
取
り
ま
と

め
13
頁

http://www.
env.go.jp

/earth
/cp
_

report.pdf

花光慶尚〔上野〕
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和
3
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月
次
研
究
会
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